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原小学校の過大規模校対策については、「分離新設（学校新設）」に向けて、保護者や地域の方と意見交換を行ったと
ころ、中学校の過大規模校化を懸念する意見などがあげられました。西の原中学校だけの分離新設は教育指導面と学校
運営面で課題が残ることから、小学校と中学校の分離新設を併せた「義務教育学校の新設」をする方針としました。

検討論点別の対応方針

原小学校

過大規模校対策として第二校庭を整備したが、利用するた
めには、県道千葉ニュータウン南環状線を横断
⇒１敷地内で完結する他の学校と異なる学校環境
⇒東の原地区を対象とし、分離新設をする

西の原
中学校

分離をすることで新設校が適正規模を維持できず、教育指
導面・学校運営面で課題が残ってしまう
⇒新たな視点での学校を検討
⇒原小学校分離新設校と併せ義務教育学校を新設

用
地

後期課程（中学校）が増えるため、新たに用地が必要
⇒土地所有者と基本協定書を締結（令和7年3月28日）

牧の原駅圏の児童生徒数は増加傾向にある
⇒通学区域の弾力的な運用等により、受け皿として機能

長
期
対
応

東の原地区は開発がほぼ完了し、児童生徒は減少傾向
⇒適正規模の観点から、良好な学校環境が維持でき
ないと判断される場合は、原小学校及び西の原中学
校へ戻ることを検討

義務教育学校新設基本計画を取りまとめ、測量・設計・建築工事を実施
し、令和11年4月開校を目指します。
また、開校に向けた準備委員会を組織し、学校目標、学校運営や通学路
等の検討を行っていきます。

今後の対応
義務教育
学校

〇長期間にわたり、学校適正規模が維持できる。
〇特色ある教育が期待できる。
（小中の連続性、教科担任制、教育DXなど）
〇校舎や体育館を単体とできるため、小中併設校と比べ
コスト面で有利。

西の原中は令和10年度に教室数が不足するため、令和7年
度・8年度に普通教室20教室と特別教室を整備する
⇒分離新設することにより必要教室数が減
⇒計画変更し、増築する普通教室を10教室とする

課

題

教
室
不
足

特色のある教育
⇒特認校として、市内全域からの受け入れも視野に
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主な変更点
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12月の意見交換会時点

分離新設の対象 原小学校のみ分離

現時点

開校時期 令和10年4月

学校用地
基本条件の合意に

概ね達した状況

変更後 変更の理由

中学校の対応

原小学校及び西の原中学校
を分離（義務教育学校の新設）

増築で対応
(20教室+特別教室)

変更前

令和11年４月

土地所有者と基本協定書を締結
(令和7年3月28日)

増築する教室を減らし、学校環境
を改善 (10教室+特別教室)

中学校単体で分離をしてしまうと、新設校が適正
規模を維持できず、教育指導面・学校運営面で
課題が残ってしまうため、義務教育学校としました。

他事業での状況や、事業者へのヒアリング等を行っ
た結果、 工事工程や資材調達に一定の見直しが
必要となったことから、開校時期について令和11年
4月としました。

義務教育学校の用地確保のため、土地所有者と
基本協定書を締結しました。今後、施設の設計が
完了したのち、用地を取得します。

分離新設することにより必要教室数が減少します。
計画を変更し、増築する普通教室を10教室とする
ことで、学校環境を改善します。
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